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ＦＡＳＯＬＡＢＯ京都の事業・活動

当事者支援

• サポートデスク

支援者支援

• アレルギー大学
（京都市）

• アレルギーの学び舎
（舞鶴市・木津川市・八幡市・
南丹市・京田辺市・福知山市・・・）

社会的理解

• つどいの広場

• 相談援助研究会
（居場所作り事業）

・保護者の交流の場
・子ども対象のイベント
・学びの場

理念：食物アレルギーの子どもと保護者のQOL（生活の質）の向上
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２００５

２０１１ 子育て支援

当事者
だけでの限界

目標：常設の居場所

スタッフ全員が患者の母親（当事者）

●創設者が個人で
ニュースレター
の発行をスタート

●ニュースレターを読
んだ保護者が集まり
「あのね聞いてくる」
を発行

●標準治療をベースとした
事業・活動とするため、
医療関係者を理事に迎える

●出版事業の廃止に伴い、
団体創設時のスタッフの
ほとんどが退会

●生活モデルでの支援の充実を
はかるため、社会福祉の専門
家を理事長に迎える

●会員の方の署名活動への協力で、
京都市から地域子育て支援拠点
つどいの広場の委託をうけるこ
とができ、創設当初からの目標
であった、常設の居場所の基盤
ができる

●ソーシャルビジネスからの撤退

●常設の居場所作りのため
ソーシャルビジネスでの
実現を目指し、サポート
デスクを開設する

法人事業の振り返りと将来像の明確化
「共に」考え・変えていく活動
・当事者も事業・活動の主体として「参加」できる機会の創出
・食物アレルギー相談援助研究会の創設
地域課題解決から社会課題解決へ
・地域のほっとけない課題の調査・検討・報告を実施

２００６
２００９

NPO法人化

２０１３

２０１４

当事者ニーズの変化
・「自分たちだけ」の場所から
「みんなと一緒」の場所へ

事業対象者の変化
・当事者と地域の親子
（セーフティーネットと
社会的理解の場の両立）

２０１５

当事者だけでは消化できない業務量
・短時間労働
・スキル不足
法人内外にも支援者
組織運営の未熟さ

スタッフの大半が非当事者
・創設者・当事者の「思い」の
共有・継承ができていない
・来所者のお客さん化
・必要なスタッフ像が不明確
・法人事業・予算の膨張

２０１６

２０１７

２０１８

２０１９

地域子育て支援拠点事業
つどいの広場 開設

食物アレルギー
サポートデスク開設

●業務を円滑に進めるために、
初めて当事者外のスタッフを
採用する

組織基盤強化の取り組み開始

●法人の将来像にそった
法人名の変更検討を始める

法人名の変更
ＦａＳｏＬａｂｏ京都

誕生

創設時の第１世代
から

自律・発展の第２世代
へ
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「子育て支援からの食物アレルギー支援」の発行

「地域子育て支援拠点」を対象とした調査
（当事者の声の客観性）

5



「子育て支援からの食物アレルギー支援」の発行

「地域子育て支援拠点」を対象とした調査
（当事者の声の客観性）「子育て支援」と

「ソーシャルワーク」の
視点からの

食物アレルギー支援
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つどいの広場に併設された食物アレルギーサポートデスク

・食物アレルギーのある子ども（保護者）と無い子ども（保護者）の接点

・食物アレルギーの子どもの保護者（当事者）の声が直接聞ける

・地域の子どもの保護者の声が直接聞ける

食物アレルギーサポートデスク つどいの広場
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平成30年度 社会福祉振興助成モデル事業

「食物アレルギー児への子育て支援事業」
＜事業概要＞

「食物アレルギーの子どもと保護者が安心・安全に利用でき、生活面や精神面への適切な
援助ができること」を目的に居場所作りを行う事業

１. 食物アレルギーの有無に関わらない、安心安全な「居場所（つどいの広場）」の運営
2. 全国のつどいの広場において、①の環境が整備される仕組みやネットワークの構築

＜事業内容＞

1 子育て中の家庭を対象とした地域での食物アレルギーに配慮した「居場所」運営
1-1 食物アレルギーに配慮した催しの開催と参加者へのアンケート
1-2 居場所の周知や普及・啓発活動（総会開催時のオープンキャンパス）

2 会議（打ち合せ）やネットワークづくり(食物アレルギー相談援助研究会)
3 2 で検討した人材育成に関わる勉強会等の開催
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事業の成果
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数値目標と実績値

事業名 1-1 運営・催し 1-2 普及・啓発 2 ネットワーク構築 3 人材育成

目標数値 220組500名 50組100名 8名
100名

（50名+50名）

実績値 149名 29組63名 8名
139名

(37名+102名）

達成率 29.8％ 63％ 100％ 139％

分析

初めての「食物アレルギーに配慮したつどいの広
場」への、利用者の心象を量的・質的調査できた
ことにより、客観的評価ができた
１）食物アレルギーへの理解の広がり
２）食物アレルギーへの関心度の高さ
３）相互理解の場
４）セーフティーネットの必要性

・子育て支援施設の食物アレルギーへの関心の低さ
は、その子育て支援施設の職員の関心の低さと
同じではない
・利用者支援事業の「必要な人に必要な支援をつな
げる」「ワンストップ支援」の需要がますます増える
であろう実情に見合った仕組み作りが必要
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子育て中の家庭を対象とした地域での

食物アレルギーに配慮した「居場所」運営

利用者

アンケート

• アレルギーに配
慮した運営への
心象調査

•乳幼児の保護者
の心配事の把握

新たな支援者の

明確化

•食物アレルギー
への漠然とした
不安のある保護
者の存在

•他のつどいの広
場での配慮の必
要性（標準化）

ワンストップ支援と

社会的理解

• つどいの広場に
おける利用者支
援事業における
食物アレルギー
対応の必要性

•適切な場へのバ
トンタッチと連携

•食物アレルギー
の子どもと地域と
の接点の場とな
り得る

11



会議（打ち合せ）やネットワークづくり

新たな支援者獲得

• 医療関係者
の参加増加

• 福祉分野（大
学教授・ＭＳ
Ｗ・ＳＳＷ）の
新規参画

新たな支援の方法

• 医療モデルだけ
でなく生活モデ
ルでの支援の必
要性の共有

• 社会福祉士によ
る福祉分野の積
極的な参加

医療・福祉の連携

• 医師の子育て
支援の場への
支援の必要性
への理解

• 子育て支援の
場の食物アレ
ルギー支援の
医福連携
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人材育成

既存の支援者

• 子育て支援
の視点

• ソーシャル
ワークの視
点

新たな支援者

• 医療・教育・福
祉分野からの
参加

今後の課題

• 子育て支援
者の環境整
備
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事業実施においての工夫

１）職員全員での事業共有・実施
事業の目的
2017年度実施の調査から必要な評価の抽出
アンケートの作成・実施・集計・分析

２）多分野・他分野の開拓・連携
医療・教育・福祉
京都府・京都市

３）根拠法との関係性の理解
地域課題から社会課題へ ⇒ 政策提言への意識
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児童福祉法
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学校教育法
児童福祉法
障害者福祉法

社会福祉士
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2015年
アレルギー疾患対策基本法

専門医
ＰＡＥ

ＭＳＷ
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児童福祉法

アレルギー疾患対策基本法

学校教育法
障害者福祉法 専門医

ＰＡＥ
ＭＳＷ

社会福祉士
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学校教育法
児童福祉法
障害者基本法

社会福祉士
精神福祉士

2005年 発達障害者支援法 2015年 アレルギー疾患対策基本法
医療・保健・福祉・教育・労働

2015年 障害者基本法
精神障害（発達障害を含む）

：
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社会的成果

マスコミ等への
掲載

合計
マスメディア

（TV・新聞・ラジオ等）
行政が発行して
いる広報誌等

地域誌や
ｺﾐｭﾆﾃｨﾗｼﾞｵ等 その他

２回 １回 １回 0回 0回

行政や他団体との
関わり

合計

問い合わせや視察等のアプローチ

他団体や他地
域への展開 その他

行政 他団体

20回 ３回 １２回 ５件 0件

制度化等の目途

合計 制度化 モデル事業化 予算化 その他

7件 １件 １件 １件 ４件
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＜事業概要＞

「食物アレルギーの子どもと保護者が安心・安全に利用でき、生活面や精神面への適切な
援助ができること」を目的に居場所作りを行う事業

１. 食物アレルギーの有無に関わらない、安心安全な「居場所（つどいの広場）」の運営
2. 全国のつどいの広場において、①の環境が整備される仕組みやネットワークの構築

＜事業内容＞

1 子育て中の家庭を対象とした地域での食物アレルギーに配慮した「居場所」運営
1-1 食物アレルギーに配慮した催しの開催と参加者へのアンケート
1-2 居場所の周知や普及・啓発活動（総会開催時のオープンキャンパス）

2 会議（打ち合せ）やネットワークづくり(食物アレルギー相談援助研究会)
3 2 で検討した人材育成に関わる勉強会等の開催

平時の活動の客観的評価

平時の活動からの展開

応募にあたっての
事業計画立案や申請のポイント

法人理念と事業目的からの計画立案
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成果を出すためのポイント

＝ モデル事業化

１）職員全員での事業共有
事業の目的
事前調査の活用
アンケートの作成・実施・集計・分析

２）多分野・他分野への積極的な開拓と連携依頼
医療・教育・福祉
京都府・京都市

３）根拠法との関係性の理解
地域課題から社会課題へ ⇒ 政策提言への意識
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新たな課題と今後の展開
＜新たな課題＞
◎子育て支援者（つどいの広場運営者・職員）への環境改善
⇒助成事業を通して、子育て支援者の参加が「0」
⇒京都府・京都市の子育て支援者養成研修に食物アレルギーの講座が無い
⇒子育て支援者への心的負担の軽減（次へのバトンタッチ）

◎医療関係者の積極的な子育て支援の場への参画と理解
⇒「病気」として捉えられているが、「食べ物」が治療と大きく関わるため、生活
モデルでの支援が必要

＜今後の展開＞

☆食物アレルギー相談援助研究会を基盤とした子育て支援者への学び・研究の
場の提供
⇒子育て支援者に食物アレルギー支援のできる人材を増やす
⇒医療関係者への積極的介入を図り、子育て支援への積極的参加を求める

☆つどいの広場での食物アレルギー対応の標準化と政策提言
⇒京都府内つどいの広場で可能な対応を提案
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